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No. 質問 回答

1 書類はどのように提出すれば良いか。

多世代交流プラザ（ラピオ3階）の窓口へ持参してくださ
い。
受付時間：午前10時～午後5時45分
※毎月第3火曜日とその前日の月曜日（月曜日が祝日の場合
は翌々日）は終日対応いたしかねます。

2
年度途中に開催を決定したが、申請は可能
か。

毎年度4月から9月までを申請期間とします。ただし、予算の
範囲内での受付となります。
また、補助の対象は年度内の活動経費に限ります。

3 補助金は毎年申請することができるのか。
現行では、毎年の申請が可能です。
ただし、毎年度の予算措置となるため、翌年度以降の継続が
確約されているものではありません。

4
補助事業者に最低人数や、法人格の有無の
規定などはあるか。

特にありません。安全に開催できる人数での開催をお願いい
たします。

5
申請時にもらった通知の交付決定額は必ず
もらえるのか。

補助事業完了後の報告書類に基づいて最終的な交付額を確定
するため、申請時に通知した決定額から増減する可能性があ
ります。
なお、補助事業内容を変更、又は中止、廃止をしようとする
ときは、速やかに変更内容について市に相談し、必要書類を
提出してください。

6
条件を満たした上で申請をすれば必ず補助
金が交付されるのか。

先に受理したものから、市の予算の範囲内を原則に交付いた
します。
予算の上限に達した後に、変更等承認申請書の提出があった
場合は、満額の交付をできかねる場合があります。

7 消耗品とは、どの様なものか.
食事の提供において必要となる、割箸や使い捨て容器（例：
紙皿、紙コップ）等すぐに使い切ってしまう物など、低額で
使用期間が短い物が消耗品となります。

8 領収書は必要か。

報告時に支出の根拠書類として、領収書の写しの提出が必要
です。
なお、補助事業終了年度の翌年度から5年間は保存するよう
にしてください。

9
「1月に1回以上」とあるが、例外的に、計
画時から開催しない月があってもよいの
か。

計画時点で開催しない月がある場合は、申請時に様式第2に
てその理由を示していただき、適当と認められる際には補助
対象とします。
例としては、本来の生業の繫忙期や、やむを得ない事由によ
り、一時的に食品衛生責任者の配置が困難等、安全な開催が
できないと想定される場合などが考えられます。

10
「1月に1回以上」とあるが、例外的に、開
催できなかった月があってもよいのか。

月1回の開催ができなかった場合は、報告時にその理由を示
していただき、適当と認められる際には補助対象とします。
例としては、台風による暴風警報発令や、感染症の流行等に
より、利用者の安全が十分に確保できない場合などが考えら
れます。

11 検便の結果は提出する必要があるか。
提出は求めていませんが、必要に応じて確認や提出を依頼す
る場合がありますので、補助事業者にて保管してください。

12 食品衛生上の届出等を行う必要があるか。
頻度、内容等によって、届出などが必要な事項が異なる場合
も想定されるため、管轄の保健所に確認し、所要の手続きを
完了した上で実施してください。

13
行事用等保険の補償内容の条件などはある
か。

特に定めていませんが、事故等に備え十分な補償と考えられ
るものに加入してください。
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14
アレルギー対応について、個別対応せず
に、あらかじめ使用する食材を周知する形
で問題ないか。

事前に使用食材の周知を図る他、食事提供の際に本人または
保護者に聞き取りをするなど、十分に配慮の上、適切に対応
してください。

15
キッチンカーにて実施する予定だが、ガソ
リン代は補助対象経費に含まれるか。

ガソリンや光熱水費などは補助の対象外です。

16
参加費は食事の提供内容によって月毎に変
動しても良いか。

提供内容による多少の変動は可能です。（申請時、報告時に
わかるよう明記してください。）
ただし、こどもに対し無料又は低額で食事を提供する事業の
み補助の対象です。

17
利用者に市外在住者が含まれるのは良い
か。

市外在住者が含まれていても問題ありません。

18
利用者が負担する参加費とは別に、利用者
から寄付を受け取ることは可能か。

任意の寄付であれば受け取っても差し支えありません。受け
取った場合は報告時の収入欄に記載してください。

19
児童館と連携とは具体的に何をすれば良い
のか。

食事提供場所において、積極的な居場所づくりにむけ、児童
館職員がこどもと関わりをもてるようにしてください。

20 どの児童館と連携すれば良いのか。

児童館職員とこどもとの関わりの観点から、出来る限り、こ
ども食堂を開催する場所に近接する地域児童館と連携をして
ください。
ただし、日程調整等の連絡は補助事業者が直接おこなってく
ださい。

21
児童館以外の場所での開催でも児童館職員
は来てくれるのか。

市内地域児童館には、協力の要請をしております。計画時に
直接児童館へ連絡をしていただき、日程等の調整をしてくだ
さい。

22
児童館職員は何人参加してもらえば良い
か。

1～2名程度を想定しております。

23
児童館職員への報酬はどのように支払われ
るのか。補助事業者からの報酬は必要か。

補助事業者からの報酬は想定しておりません。市と児童館で
調整し、必要に応じて市から直接児童館職員へ支払います。

24
市からの児童館職員謝礼を受け取る場合、
申請はどのようにするのか。

児童館職員より市へ申請をしていただきます。補助事業者に
よる手続きはありません。

25
児童館都合で連携した開催ができなくなっ
た場合の対応はどうなるのか。

児童館職員が急遽参加できなくなった場合については、補助
対象事業者のみで予定通り開催いただければ、補助対象とな
ります。

26 発電機の使用は可能か。 児童館で開催する場合は安全面の観点より禁止いたします。


